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東北文教大学短期大学部学則 

 

 

第 １章   総  則  

 

（ 目  的 ）  

第 １条  東 北文 教 大 学短 期 大 学部（ 以 下「本 学 」とい う。）は 、教 育

基 本法 及 び 学校 教 育 法に 基 づ き、 深 く 専門 の 学 芸を 教 授 研究 し 、

職 業ま た は 実際 生 活 に必 要 な 能 力 を 育 成 す る と と も に 、「 敬・愛 ・

信 」の 建 学 の精 神 に のっ と り 人間 性 豊 かな 、 真 に社 会 に 貢献 し う

る 実践 的 な 人間 の 育 成を 目 的 とす る 。  

 

（ 位  置 ）  

第 ２ 条  本 学 を 山 形 県 山 形 市 大 字 片 谷 地 字 谷 地 ５ １ ５ 番 地 に 置 く 。 

 

（ 自己 評 価 等）  

第 ３条  本 学は 、 教 育水 準 の 向上 を 図 り、 前 条 の目 的 及 び社 会 的 使

命 を達 成 す るた め 、 教育 研 究 活動 等 の 状況 に つ いて 自 ら 点検 及 び

評 価を 行 い 、そ の 結 果を 公 表 する も の とす る 。  

２  前 項 の 点検 及 び 評価 結 果 並び に 本 学職 員 以 外の 者 に よる 検 証 に

関 する 事 項 は別 に 定 める 。  

 

 

第 ２章   学科 、 学 生定 員 及 び修 業 年 限  

 

（ 学科 及 び 学生 定 員 ）  

第 ４条  本 学に お い て設 置 す る学 科 及 び学 生 定 員は 次 の とお り と す

る 。  

学  科   入 学定 員  収 容定 員  

総 合文 化 学 科   ６０ 名  １ ２０ 名  

子 ども 学 科  １ ００ 名  ２ ００ 名  

人 間福 祉 学 科   ６０ 名  １ ２０ 名 （ 1 ク ラ ス の定 員 数 は４ ０ 名

と する ）  

 

（ 修業 年 限 及び 在 学 年限 ）  

第 ５条  本 学の 修 業 年限 は 、 ２年 と す る。  

２  学 生 は 、４ 年 を 超え て 在 学す る こ とは で き ない 。  

３  前 項 の 規定 に か かわ ら ず 、在 学 年 限を 超 え て在 学 を 希望 す る 者
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が ある と き は、 教 授 会の 審 議 を経 て 、 学長 が 在 学を 認 め るこ と が

で きる 。  

 

 

第 ３章   学年 、 学 期及 び 休 業日  

 

（ 学  年 ）  

第 ６条  学 年は 、 ４ 月１ 日 に 始ま り 、 翌年 ３ 月 ３１ 日 に 終る 。  

 

（ 学  期 ）  

第 ７条  学 年を 次 の ２学 期 に 分け る 。  

前 学期  ４ 月１ 日 か ら９ 月 ３ ０日 ま で  

後 学期  １ ０月 １ 日 から 翌 年 ３月 ３ １ 日ま で  

 

（ 休業 日 ）  

第 ８条  休 業日 は 、 次の と お りと す る 。  

（ １） 日 曜 日  

（ ２）「 国 民の 祝 日 に関 す る 法律 」 に 定め る 休 日  

（ ３） 本 学 の創 立 記 念日     １ １ 月  ７ 日  

２  夏 期 、 冬期 お よ び春 期 休 業に 関 し ては 、 別 に定 め る 。  

３  前 二 項 の規 定 に かか わ ら ず、 学 長 は、 臨 時 に休 業 日 を設 け 、 ま

た 休業 日 を 変更 す る こと が で きる 。  

 

 

第 ４章   入 学 、 退 学 及 び 休 学 

 

（ 入学 の 時 期）  

第 ９条  入 学の 時 期 は学 年 の 始め と す る。  

 

（ 入 学 資 格）  

第 １０ 条  本学 に 入 学す る こ との で き る者 は 、 次の 各 号 の１ に 該 当

す る者 と す る。  

（ １） 高 等 学校 （ 中 等教 育 学 校の 後 期 課程 を 含 む） を 卒 業し た 者  

（ ２） 通 常 の課 程 に よる １ ２ 年の 学 校 教育 を 修 了し た 者 （通 常 の

課 程 以 外 の 課 程 よ り こ れ に 相 当 す る 学 校 教 育 を 修 了 し た 者 を

含 む。）  

（ ３） 外 国 にお い て 、学 校 教 育に お け る１ ２ 年 の課 程 を 修了 し た

者 又は こ れ に準 ず る 者で 文 部 科学 大 臣 の指 定 し た者  
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（ ４） 文 部 科学 大 臣 が高 等 学 校の 課 程 に相 当 す る課 程 を 有す る 者

と して 指 定 した 在 外 教育 施 設 の当 該 課 程を 修 了 した 者  

（ ５） 文 部 科学 大 臣 の指 定 し た者  

（ ６） 高 等 学校 卒 業 程度 認 定 試験 規 則 によ る 高 等学 校 卒 業程 度 認

定 試験 に 合 格し た 者（ 旧 規 程 によ る 大 学入 学 資 格検 定 に 合格 し

た 者を 含 む。）  

（ ７） 本 学 にお い て 、個 別 の 入学 資 格 審査 に よ り、 高 等 学校 を 卒

業 し た 者 と 同 等 以 上 の 学 力 が あ る と 認 め た 者 で １ ８ 歳 以 上 に

達 した 者  

 

（ 入学 の 出 願）  

第 １１ 条  本学 に 入 学を 志 願 する 者 は 、本 学 所 定の 書 類 に入 学 検 定

料 を添 え て 、本 学 が 指定 す る 期日 ま で に、 学 長 に提 出 し なけ れ ば

な らな い 。  

２  提 出 の 時期 、 方 法、 提 出 すべ き 書 類等 に つ いて は 別 に定 め る 。  

 

（ 入学 者 の 選考 ）  

第 １２ 条  前条 の 入 学志 願 者 につ い て は、別 に 定め る と ころ に よ り、

選 考を 行 う 。  

 

（ 入学 手 続 き及 び 入 学許 可 ）  

第 １３ 条  前条 の 選 考の 結 果 にも と づ き合 格 の 通知 を 受 けた 者 は 所

定 の期 日 ま でに 、保 証 人 連 署 による誓 約 書 を添 えて、所 定 の入 学 手 続

きをとらなければならない。 

２  前 項 の 入学 手 続 きを 完 了 した 者 に 、教 授 会 の審 議 を 経て 、 学 長

が 入学 を 許 可す る 。  

 

（ 保証 人 ）  

第 １４ 条  保証 人 は 、保 証 人 とし て の 責務 を 果 し得 る 者 でな け れ ば

な らな い 。  

２  保 証 人 の身 分 、 住所 に 異 動が あ っ たと き 、 又は 死 亡 ある い は そ

の 他の 理  由で そ の 責務 を 尽 くし 得 な いと き は 、あ ら た に保 証 人

を 選定 し 、 学長 に 届 けな け れ ばな ら な い。  

 

（ 編入 学 ・ 再入 学 ・ 転入 学 ）  

第 １５ 条  本学 に 編 入学 、 再 入学 又 は 転入 学 を 志願 す る 者が あ る と

き は、 欠 員 のあ る 場 合に 限 り 、選 考 の 上、 教 授 会の 審 議 を経 て 、

学 長が 相 当 年次 に 入 学を 許 可 する こ と があ る 。  
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２  前 項 の 規定 に よ り入 学 を 許可 さ れ た者 の 、 既に 修 得 した 授 業 科

目 及び 単 位 数の 取 扱 い並 び に 在学 す べ き年 数 に つい て は 、教 授 会

の 審議 を 経 て、 学 長 が決 定 す る。  

 

（ 退  学 ）  

第 １６ 条  退学 し よ うと す る 者は 、 学 長の 許 可 を得 な け れば な ら な

い 。  

 

（ 休  学 ）  

第 １７ 条  疾病 そ の 他や む を 得な い 理 由に よ り ２カ 月 以 上修 学 す る

こ との で き ない 者 は 、学 長 の 許可 を 得 て休 学 す るこ と が でき る 。  

２  疾 病 そ の他 や む を得 な い 理由 に よ り修 学 す るこ と が 適当 で な い

と 認め ら れ る者 に つ いて は 、 学長 は 休 学を 命 ず るこ と が でき る 。  

 

（ 休学 の 期 間）  

第 １８ 条  休学 の 期 間は １ 年 を超 え る こと が で きな い 。 ただ し 、 特

別 の事 由 が ある 場 合 は、 引 続 き更 に １ 年ま で 延 長す る こ とが で き

る 。  

２  休 学 の 期間 は 通 算し て ２ 年を 超 え るこ と が でき な い 。  

３  休 学 期 間は 第 ５ 条第 ２ 項 の在 学 年 限に 算 入 しな い 。  

 

（ 復  学 ）  

第 １９ 条  休学 期 間 中に そ の 理由 が 消 滅し た 場 合は 、 学 長の 許 可 を

得 て復 学 す るこ と が でき る 。  

 

（ 除  籍 ）  

第 ２０ 条  次の 各 号 の１ に 該 当す る 者 は、 教 授 会の 審 議 を経 て 学 長

が 除籍 す る 。  

（ １） 第 ５ 条第 ２ 項 に定 め る 在学 年 限 を超 え た 者  

（ ２） 第 １ ８条 第 ２ 項に 定 め る休 学 の 期間 を 超 えて な お 修学 で き

な い者  

（ ３） 学 納 金等 の 納 付を 怠 り 、督 促 し ても な お 納付 し な い者  

（ ４） 長 期 にわ た り 居所 不 明 の者  

 

 

第 ５章   教育 課 程 及び 履 修 方法 等  

 

（ 授 業 科 目）  



5 
 

第 ２１ 条  授業 科 目 を分 け て 、総 合 文 化学 科 は 基礎 必 修 科目 ・ コ ー

ス 科目 ・ 共 通科 目 ・ 発展 必 修 科目 ・ 発 展応 用 科 目と し 、 子ど も 学

科 は教 養 科 目・ 専 門 科目 と し 、人 間 福 祉学 科 は 人間 福 祉 基盤 教 育

科 目（ 基 礎 科目・発 展科 目 ）、介 護 福 祉 専門 教 育 科目（ 人 間と 社 会・

介 護・ こ こ ろと か ら だの し く み・ 医 療 的ケ ア ） の領 域 と する 。  

２  授 業 科 目の 種 類 、単 位 数 等は 別 表 第１ の と おり と す る。  

３  外 国 人 留学 生 及 び外 国 人 留学 生 以 外の 学 生 で、 外 国 にお い て 相

当 の期 間 中 等教 育 （ 中学 校 又 は高 等 学 校に 対 応 する 学 校 にお け る

教 育を い う。） を 受 けた 者 （ 以下 、 帰 国子 女 と いう 。） の教 育 に つ

い て本 学 が 必要 と 認 める 場 合 には 、 日 本語 科 目 及び 日 本 事情 に 関

す る科 目 を 開設 す る 。  

 

（ 司書 に 関 する 専 門 科目 ）  

第 ２２ 条  第２ １ 条 に定 め る もの の ほ か、 司 書 に関 す る 専門 科 目 を

置 く。  

２  授 業 科 目の 種 類 、単 位 数 等は 別 表 第２ の と おり と す る。  

 

（ 職業 教 育 に関 す る 科目 ）  

第 ２３ 条  前２ 条 に 定め る も のの ほ か 、職 業 教 育に 関 す る科 目 を 置

く 。  

２  授 業 科 目の 種 類 、単 位 数 等は 別 表 第３ の と おり と す る。  

 

（ １年 間 の 授業 期 間 ）  

第 ２４ 条  １年 間 の 授業 期 間 は、 試 験 等の 日 数 を含 め 、 ３５ 週 以 上

と する 。  

 

（ 授業 の 方 法）  

第 ２５ 条  授業 の 方 法は 、講 義、演 習、実 験 、実 習 又 は 実技 と す る。  

２  前 項 の 授業 は 、 多様 な メ ディ ア を 利用 し て 行う こ と があ る 。  

 

（ 単位 計 算 方法 ）  

第 ２６ 条  各授 業 科 目の 単 位 数は 、 １ 単位 の 授 業科 目 を ４５ 時 間 の

学 修を 必 要 とす る 内 容を も っ て構 成 す るこ と を 標準 と し 、次 の 基

準 によ り 計 算す る も のと す る 。  

（ １） 講 義 及び 演 習 につ い て は、 原 則 とし て １ ５時 間 の 授業 を も

っ て１ 単 位 とし 、 別 に定 め る 授業 科 目 につ い て は、 ３ ０ 時間 の

授 業を も っ て１ 単 位 とす る 。  

（ ２） 実 験 、実 習 及 び実 技 に つい て は 、原 則 と して ４ ５ 時間 の 授
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業 をも っ て １単 位 と し、 別 に 定め る 授 業科 目 に つい て は、 ３ ０

時 間の 授 業 をも っ て １単 位 と する 。  

 

（ 単位 の 授 与）  

第 ２７ 条  授業 科 目 を履 修 し 、そ の 試 験等 に 合 格し た 者 には 、 所 定

の 単位 を 与 える 。  

２  各 科 目 につ い て 出席 す べ き時 間 数 の３ 分 の ２に 満 た ない 場 合 は 、

そ の科   目修 得 の 単位 を 与 える こ と がで き な い。  

３  人 間 福 祉学 科 の 介護 実 習 にあ っ て は５ 分 の ４に 満 た ない 場 合 は 、

そ の科 目 修 得の 単 位 を与 え る こと が で きな い 。  

４  試 験 等 に関 す る 事項 は 別 に定 め る 。  

 

（ 単位 数 の 上限 ）  

第 ２８ 条  卒業 の 要 件と し て １年 間 に 履修 科 目 とし て 登 録す る こ と

が でき る 単 位数 の 上 限に つ い ては 別 に 定め る 。  

２  所 定 の 単位 を 優 れた 成 績 をも っ て 修得 し た 者に つ い ては 、 前 項

に 定め る 上 限を 超 え て履 修 科 目の 登 録 を認 め る こと が あ る。  

 

（ 他学 科 の 授業 科 目 の履 修 ）  

第 ２９ 条  本学 に お いて 教 育 上有 益 と 認め る と きは 、 他 学科 に お い

て 履修 し た 授業 科 目 につ い て は、 教 授 会の 審 議 を経 て 、 学長 が ３

０ 単位 を 超 えな い 範 囲で 認 め るこ と が ある 。  

 

（ 学習 の 評 価）  

第 ３０ 条  試験 等 の 評価 は 、 Ｓ、 Ａ 、 Ｂ、 Ｃ 、 Ｄを も っ て表 わ し 、

Ｃ 以上 を 合 格と す る 。  

２  評 価 に 関す る 事 項は 別 に 定め る 。  

 

（ 入学 前 の 既修 得 単 位の 取 扱 ）  

第 ３１ 条  本学 に お いて 教 育 上有 益 で ある と 認 める と き は、 学 生 が

入 学す る 前 に専 修 学 校の 専 門 課程 （ 専 門士 の 称 号が 付 与 され て い

る 課程 ）、短 期大 学 又 は大 学 に おい て 履 修し た 授 業科 目 に つい て 修

得 した 単 位 を、 教 授 会の 審 議 を経 て 、 学長 が 入 学後 の 本 学に お け

る 授業 科 目 の履 修 に より 修 得 した も の とみ な す こと が で きる 。  

２  学 生 が 入学 す る 前に 行 っ た第 ３ ３ 条第 １ 項 に規 定 す る学 修 を 、

教 授会 の 審 議を 経 て 、学 長 が 本学 に お ける 授 業 科目 の 履 修と み な

し 、単 位 を 与え る こ とが で き る。  

３  前 ２ 項 によ り 修 得し た も のと み な し 、又 は 与え る こ との で き る



7 
 

単 位数 は 、 転学 等 の 場合 を 除 き、 本 学 にお い て 修得 し た 単位 以 外

の もの に つ いて は 、 合わ せ て ３０ 単 位 を超 え な いも の と する 。  

 

（ 他の 短 期 大学 又 は 大学 に お ける 授 業 科目 の 履 修等 ）  

第 ３２ 条  本学 に お いて 教 育 上有 益 と 認め る と きは 、学 生が 専 修 学

校 の 専 門 課 程 （ 専 門 士 の 称 号 が 付 与 さ れ て い る 課 程 ）、 他 の 短 期

大 学又 は 大 学の 科 目 を履 修 し 修得 し た 単位 を 、教 授 会 の 審議 を 経

て、学 長 が ３０ 単 位 を超 え な い範 囲 で 本学 に お ける 授 業 科目 の 履

修 によ り 修 得し た も のと み な すこ と が でき る 。  

２  前 項 の 規定 は 、学 生 が 外 国の 短 期 大学 又 は 大学 に 留 学す る 場 合

に 準用 す る 。こ の 場 合修 得 し たも の と みな す こ との で き る単 位 数

は 、前 項 及 び第 ３ ３ 条第 ２ 項 の単 位 数 と合 わ せ て３ ０ 単 位を 超 え

な いも の と する 。  

 

（ 短期 大 学 又は 大 学 以外 の 教 育施 設 等 にお け る 学修 ）  

第 ３３ 条  本学 に お いて 教 育 上有 益 と 認め る と きは 、 学 生が 行 う 専

修 学校 の 専 門課 程（専 門 士 の 称号 が 付 与さ れ て いる 課 程）、短期 大

学 又は 高 等 専門 学 校 の専 攻 科 にお け る 学修 そ の 他文 部 科 学大 臣 が

別 に定 め る 学修 を 、 教授 会 の 審議 を 経 て、 学 長 が本 学 に おけ る 授

業 科目 の 履 修と み な し、 単 位 を与 え る こと が で きる 。  

２  前 項 に より 与 え るこ と が でき る 単 位数 は 、 前条 第 １ 項に よ り 修

得 した と み なし た 単 位数 と 合 わせ て ３ ０単 位 を 超え な い もの と す

る 。  

 

（ 本学 で の 履修 以 外 で修 得 し た単 位 数 の限 度 ）  

第 ３４ 条  第３ １ 条 、第３ ２ 条及 び 第 ３３ 条 の 規定 に よ り修 得 し た

単 位数 は 、 合計 で ４ ５単 位 を 超え な い もの と す る。  

 

（ 外国 人 留 学生 等 に 関す る 履 修方 法 の 特例 ）  

第 ３５ 条  外国 人 留 学生 及 び 帰国 子 女 が第 ２ １ 条第 ３ 項 に規 定 す る

授 業科 目 の 単位 を 修 得し た と きは 、 こ れら の 単 位を も っ て第 ２ １

条 第２ 項 に 規定 す る 授業 科 目 の単 位 に 代え る こ とが で き る。  

２  前 項 の 規定 の 実 施に 関 し て必 要 な 事項 に つ いて は 、別に 定 め る。 

 

 

第 ６章   卒業 等  

 

（ 卒業 要 件 ）  
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第 ３６ 条  本学 を 卒 業す る た めに は 、学生 は ２ 年以 上 在 学し 、各 学

科 で定 め る 次の 単 位 を取 得 し なけ れ ば なら な い 。  

（ １） 総 合 文化 学 科  

基 礎科 目 に つい て は リサ ー チ 入門 か ら ２単 位 以 上を 含 め １６

単 位以 上 、 発展 必 修 科目 に つ いて は ４ 単位 、 コ ア科 目 に つい て

は １０ 単 位 以上 （ こ とば と コ ミュ ニ ケ ーシ ョ ン 、現 代 と 情報 メ

デ ィア 、 文 化の 多 様 性か ら ４ 単位 以 上 、関 連 か ら６ 単 位 以上 ）

を 含め 、 総 計６ ２ 単 位。  

（ ２） 子 ど も学 科  

教 養科 目 に つい て は ８単 位 以 上、 専 門 科目 に つ いて は 保 育の

本 質・目 的 から ６ 単 位以 上 、保 育 の 対 象の 理 解 から ３ 単 位以 上 、

保 育の 内 容 と方 法 か ら６ 単 位 以上 、 保 育展 開 の ため の 知 識・ 技

術 から ４ 単 位以 上 、 卒業 研 究 ２単 位 を 含め 、 専 門科 目 に つい て

は ４２ 単 位 を含 め 、 総計 ６ ２ 単位 。  

（ ３） 人 間 福祉 学 科  

人 間福 祉 基 盤教 育 科 目（ 基 礎 科目 ） に つい て は 演劇 ・ 美 術・

音 楽の い ず れか １ 科 目を 含 め ５単 位 以 上、 人 間 福祉 基 盤 教育 科

目 （発 展 科 目） に つ いて は ５ 単位 以 上 、介 護 福 祉専 門 教 育科 目

（ 人間 と 社 会） に つ いて は １ ４単 位 以 上、 介 護 福祉 専 門 教育 科

目（ 介 護 ）に つ い て は１ ０ 単 位以 上 、介 護 福 祉 専門 教 育 科目（ こ

こ ろと か ら だの し く み） に つ いて は ８ 単位 以 上 、こ れ ら ４２ 単

位 以上 を 含 め、 総 計 ６２ 単 位 。  

  

（ 卒  業 ）  

第 ３７ 条  本学 に ２ 年以 上 在 学し 、本 学則 に 定 める 授 業 科目 及 び 単

位 数を 修 得 した 者 に つい て は、教 授 会 の審 議 を 経て 、学 長が 卒 業

を 認定 す る 。  

２  前 条 の 要 件 を 満 た し た 者 が 、 卒 業 延 期 を 願 い 出 た 場 合 、 学 長 は 、

教 授 会 の 審 議 を 経 て 、 こ れ を 許 可 す る こ と が で き る 。  

３  卒 業 延 期 に 関 し 、 必 要 な 事 項 は 別 に 定 め る 。  

 

 

（ 短期 大 学 士の 学 位 ）  

第 ３８ 条  前条 に よ り卒 業 し た者 に は 、教 授 会 の審 議 を 経て 、学 長

が 短期 大 学 士の 学 位 を授 与 す る。  

 

（ 資格 の 取 得）  

第 ３ ９ 条  本 学 に お い て 取 得 す る こ と が で き る 資 格 及 び 免 許 状 の
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種 類は 次 の とお り と する 。  

学 科名   資 格及 び 免 許状 の 種 類  

総 合文 化 学 科  司 書 、上 級 ビ ジネ ス 実 務士 、 情 報処 理 士 、  

  準 デジ タ ル ･ア ー キ ビス ト 、 医療 管 理 秘書 士 、  

  ピ アヘ ル パ ー  

子 ども 学 科  幼 稚園 教 諭 二種 免 許 状、 保 育 士、  

  キ ャン プ イ ンス ト ラ クタ ー 、社 会 福 祉 主事 任 用 資

格 、知 的 障 害者 福 祉 司任 用 資 格  

人 間福 祉 学 科  介 護福 祉 士 国家 試 験 受験 資 格 、福 祉 レ ク リ エ ー シ ョ

ン ・ ワ ー カ ー 、 社 会 福 祉 主 事 任 用 資 格 、 ピ ア ヘ ル

パ ー、 医 療 管理 秘 書 士  

２  幼 稚 園 教諭 二 種 免許 状 を 取得 し よ うと す る 者は 、教 育職 員 免 許

法 およ び 教 育職 員 免 許法 施 行 規則 に も とづ き 、別表 第 １ 及び 別 表

第 ４ に 定 め る と こ ろ に よ り 科 目 及 び 単 位 を 修 得 し な け れ ば な ら

な い。  

３  保 育 士 の資 格 を 取得 し よ うと す る 者は 、 児 童福 祉 法 及び 児 童 福

祉 法施 行 規 則に も と づき 、 別 表第 １ 及 び別 表 第 ５に 定 め ると こ ろ

に より 科 目 及び 単 位 を修 得 し なけ れ ば なら な い 。  

４  介 護 福 祉士 の 受 験資 格 を 取得 し よ うと す る 者は 、 社 会福 祉 士 介

護 福祉 士 学 校指 定 規 則（ 平 成 23 年 10 月 21 日 文 部科 学 省・厚 生 労

働 省令 第 5 号 ） に も とづ き 、 別表 第 １ 及び 第 ６ に定 め る とこ ろ に

よ り科 目 及 び単 位 を 修得 し な けれ ば な らな い 。  

５  司 書 の 資格 を 取 得し よ う とす る 者 は、 図 書 館法 及 び 図書 館 法 施

行 規則 に も とづ き 、別 表 第 １ 及び 別 表 第２ に 定 める と こ ろに よ り、

科 目及 び 単 位を 取 得 しな け れ ばな ら な い。  

６  上 級 ビ ジネ ス 実 務士 の 資 格を 取 得 しよ う と する 者 は 、全 国 大 学

実 務教 育 協 会の 上 級 ビジ ネ ス 実務 士 資 格認 定 に 関す る 規 程に も と

づ き、 別 表 第１ 及 び 別表 第 ３ に定 め る とこ ろ に より 科 目 及び 単 位

を 修得 し な けれ ば な らな い 。  

７  情 報 処 理士 の 資 格を 取 得 しよ う と する 者 は 、全 国 大 学実 務 教 育

協 会の 情 報 処理 士 資 格認 定 に 関す る 規 程に も と づき 、 別 表第 １ 及

び 別表 第 ３ に定 め る とこ ろ に より 科 目 及び 単 位 を修 得 し なけ れ ば

な らな い 。  

８  準 デ ジ タル ・ ア ーキ ビ ス トの 資 格 を取 得 し よう と す る者 は 、 日

本 デジ タ ル・ア ー キ ビス ト 資 格認 定 機 構の 定 め る規 程 に もと づ き、

別 表第 １ 及 び別 表 第 ３に 定 め ると こ ろ によ り 科 目及 び 単 位を 取 得

し なけ れ ば なら な い 。     

９  医 療 管 理秘 書 士 の資 格 を 取得 し よ うと す る 者は 、 医 療教 育 協 会
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の 医療 管 理 秘書 士 認 定に 関 す る規 程 に もと づ き 、別 表 第 １及 び 別

表 第３ に 定 める と こ ろに よ り 科目 及 び 単位 を 修 得し な け れば な ら

な い。  

１ ０  ピ ア ヘル パ ー の資 格 を 取得 し よ うと す る 者は 、 特 定非 営 利 活

動 法人 日 本 教育 カ ウ ンセ ラ ー 協会 の ピ アヘ ル パ ー資 格 認 定に 関 す

る 規程 に も とづ き 、 別表 第 １ に定 め る とこ ろ に より 指 定 科目 及 び

単 位数 を 修 得し な け れば な ら ない 。  

１ １  福 祉 レク リ エ ーシ ョ ン ・ワ ー カ ーの 資 格 を取 得 し よう と す る

者 は、 日 本 レク リ エ ーシ ョ ン 協会 の 福 祉レ ク リ エー シ ョ ン・ ワ ー

カ ー認 定 に 関す る 規 程に も と づき 、 別 表 第 1 に 定め る と ころ に よ

り 指定 科 目 及び 単 位 数を 修 得 しな け れ ばな ら な い。  

１ ２  キ ャ ンプ イ ン スト ラ ク ター の 資 格を 取 得 しよ う と する 者 は 、

日 本キ ャ ン プ協 会 の キャ ン プ イン ス ト ラク タ ー 認定 に 関 する 規 程

に もと づ き 、別 表 第 １に 定 め ると こ ろ によ り 指 定科 目 及 び単 位 数

を 修得 し な けれ ば な らな い 。  

１ ３  社 会 福祉 主 事 任用 資 格 を取 得 し よう と す る者 は 、 学則 第 ３ ６

条 の卒 業 要 件を 充 足 し、 社 会 福祉 法 第 １９ 条 第 １項 第 １ 号の 規 定

に もと づ き 、厚 生 労 働大 臣 の 定め た 修 業科 目 及 び単 位 （ 平成 １ ２

年 ３月 ３ １ 日厚 生 省 告示 第 １ ５３ 号 、 社会 福 祉 主事 の 資 格に 関 す

る 科目 指 定 ）を 修 得 しな け れ ばな ら な い。  

１ ４  知 的 障害 者 福 祉司 任 用 資格 を 取 得し よ う とす る 者 は、 学 則 第

３ ６条 の 卒 業要 件 を 充足 し 、 知的 障 害 者福 祉 法 第１ ４ 条 第２ 号 の

規 定に も と づき 、 厚 生労 働 大 臣の 定 め た修 業 科 目及 び 単 位（ 平 成

１ ２年 ３ 月 ３１ 日 厚 生省 告 示 第１ ５ ３ 号） を 修 得し な け れば な ら

な い。  

 

 

第 ７章   入学 検 定 料、 入 学 金、 お よ び学 納 金 等  

 

（ 入学 検 定 料、 入 学 金お よ び 学納 金 等 ）  

第 ４ ０ 条  入 学 検 定 料 、入 学 金 および学 納 金 等 の額 は、別 表 第 ７のとお

りとする。 

２  入 学 金 は 、第 １ ３条 第 １ 項に 規 定 する 入 学 手続 き を 行う と き に

指 定す る 期 日ま で に 納付 し な けれ ば な らな い 。  

３  学 納 金 は、毎 年 これ を 前 期、後 期 の２ 回 に 分け て 指 定す る 期 日

ま でに 納 入 しな け れ ばな ら な い。  

 

（ 学納 金 の 免除 、 徴 収の 猶 予 また は 分 納）  
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第 ４０ 条 の ２  特 別 の事 情 が ある と 認 めた も の につ い て は 、入 学 金 、

学 納金 等 の 全部 ま た は一 部 を 免除 し 、徴 収 を 猶 予し 、ま たは 分 納

を 許可 す る こと が あ る。  

 

（ 退学 等 の 場合 の 学 納金 等 ）  

第 ４１ 条  前期 ま た は後 期 の 途中 に お いて 退 学 した 者 、転 学し た 者

ま たは 除 籍 され た 者 は、当 該 学期 の 学 納金 等 を 全額 納 入 しな け れ

ば なら な い 。  

２  停 学 の 場合 は 、その 期 間 中の 学 納 金を 納 入 しな け れ ばな ら な い。 

 

（ 休学 の 場 合の 学 納 金等 ）  

第 ４２ 条  休学 を 許 可さ れ 又 は命 ぜ ら れた 者 に つい て は 、休 学 期 間

中 の学 納 金 等を 免 除 する 。 た だし 学 期 中途 の 場 合、 当 該 学期 分 の

学 納金 等 は 納付 し な けれ ば な らな い 。  

 

（ 復学 の 場 合の 学 納 金等 ）  

第 ４３ 条  学期 の 中 途に お い て復 学 し た者 は 、復 学し た 当該 学 期 分

の 学 納 金 等 を 復 学 し た 月 の 末 日 ま で に 納 付 し な け れ ば な ら な い 。 

 

（ 学年 の 中 途で 卒 業 する 場 合 の学 納 金 等）  

第 ４４ 条  学年 の 中 途で 卒 業 する 見 込 みの 者 は 、卒業 す る見 込 み の

当 該学 期 ま での 学 納 金等 を 納 付す る も のと す る 。  

 

（ 入学 を 辞 退す る 場 合の 入 学 金）  

第 ４５ 条  入学 手 続 き完 了 後 入学 を 辞 退す る 者 の入 学 金 につ い て は 、

こ れを 還 付 しな い 。  

 

 

第 ８章   教職 員 組 織  

 

（ 教職 員 組 織）  

第 ４６ 条  本 学 に 学 長 、 教 授 、 事 務 職 員 、 を 置 く 。  

２  前 項 の ほ か 、 副 学 長 、 短 期 大 学 部 長 （ 以 下 「 学 部 長 」 と い う 。）、

学 科 長 、 准 教 授 、 講 師 、 助 教 、 助 手 、 そ の 他 必 要 な 職 員 を 置 く こ と

が で き る 。  

３  学 長 は 本学 を 代 表し 、校 務を つ か さど り 、所 属 職 員 を統 督 す る。  

４  副 学 長 は、 学 長 を補 佐 し 、命 を 受 けて 校 務 をつ か さ どる 。  

５  学 部 長 は 、 短 期 大 学 部 に 関 す る 校 務 を つ か さ ど り 、 所 属 職 員 を 監
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督 す る 。  

 

６  学 科 長 は、 当 該 学科 に 関 する 校 務 をつ か さ どり 、 所 属職 員 を 監

督 する 。  

７  教 授 、 准教 授 、 講師 及 び 助教 は 、 教育 ・ 研 究に 従 事 し、 学 生 の

指 導に 当 た り、 学 部 ・学 科 の 管理 運 営 に参 画 す る。  

８  助 手 は 、教 育 研 究の 円 滑 な実 施 に 必要 な 業 務に 従 事 する 。  

９  そ の 他 、教 職 員 組織 に 関 し必 要 な 事項 は 、 別に 定 め る。  

 

 

第 ９章   教授 会  

 

（ 教授 会 ）  

第 ４７ 条  本学 に 教 授会 を 置 く。  

２  教 授 会 は、 学 長 が次 に 掲 げる 事 項 につ い て 決定 を 行 うに 当 た り

意 見を 述 べ るも の と する 。  

（ １） 学 生 の入 学 、 卒業 及 び 課程 の 修 了  

（ ２） 学 位 の授 与  

（ ３） 前 二 号に 掲 げ るも の の ほか 、 教 育研 究 に 関す る 重 要な 事 項

で、 教 授 会 の意 見 を 聴く こ と が必 要 な もの と し て学 長 が 定め る

も の  

３  教 授 会 は、 前 項 に規 定 す るも の の ほか 、 学 長が つ か さど る 教 育

研 究に 関 す る事 項 に つい て 審 議し 、 及 び学 長 の 求め に 応 じ、 意 見

を 述べ る こ とが で き る。  

 

（ 教授 会 の 構成 ）  

第 ４８ 条  教授 会 は 、教 授 、 准教 授 、 講師 、 助 教そ の 他 学長 が 必 要

と 認め る 者 をも っ て 組織 す る 。  

 

（ 教授 会 の 成立 要 件 ）  

第 ４９ 条  教授 会 は 、構 成 員 の３ 分 の ２以 上 の 出席 が な けれ ば 開 催

す るこ と が でき な い 。  

 

（ その 他 ）  

第 ５０ 条  本章 に 定 める も の のほ か 、 教授 会 の 運営 に 関 し、 必 要 な

事 項は 別 に 定め る 。  
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第 １０ 章  科目 等 履 修生 、長 期履 修 学 生 、特 別 聴講 学 生 及び 外 国 人

留 学生  

 

（ 科目 等 履 修生 ）  

第 ５１ 条  本学 の 授 業科 目 の 履修 を 希 望す る 者 があ る と きは 、 本 学

の 教育 に 支 障が な い 限り に お いて 、 教 授会 の 審 議を 経 て 、学 長 が

科 目等 履 修 生と し て 履修 を 許 可す る こ とが あ る 。  

２  科 目 等 履修 生 に つい て 必 要な 事 項 は別 に 定 める 。  

 

（ 長期 履 修 学生 ）  

第 ５ ２ 条  第 ５ 条 第 １ 項 に 定 め る 修 業 年 限 を 超 え る 一 定 の 期 間 に

わ たり 授 業 科目 を 履 修す る こ とを 目 的 とし て 、本 学 に 入 学を 志 願

す るも の が ある と き は、選 考 の上 、教 授会 の 審 議を 経 て 、学 長 が

長 期履 修 生 とし て 入 学を 許 可 する 。  

２  長 期 履 修生 に 関 する 規 程 は、 別 に 定め る 。  

 

（ 特別 聴 講 学生 ）  

第 ５３ 条  本学 の 授 業科 目 の 履修 を 希 望す る 者 があ る と きは 、本 学

の 教育 に 支 障が な い 限り に お いて 特 別 聴講 学 生 とし て 、教 授 会 の

審 議を 経 て 、学 長 が 履修 を 許 可す る こ とが あ る 。  

２  特 別 聴 講学 生 に 関す る 規 程は 、 別 に定 め る 。  

 

（ 外国 人 留 学生 ）  

第 ５４ 条  外国 人 で 、短 期 大 学等 に お いて 教 育 を受 け る 目的 を も っ

て 入国 し 、 本学 に 入 学を 志 願 する 者 が ある と き は、 選 考 の上 、 教

授 会の 審 議 を経 て 、 学長 が 外 国人 留 学 生と し て 入学 を 許 可す る こ

と があ る 。  

２  外 国 人 留学 生 に つい て 必 要な 事 項 は別 に 定 める 。  

 

 

第 １１ 章   賞  罰  

 

（ 表  彰 ）  

第 ５５ 条  学生 と し て表 彰 に 値す る 行 為が あ っ た者 は 、 教授 会 の 審

議 を経 て 学 長が 表 彰 する 。  

 

（ 罰  則 ）  

第 ５６ 条  本学 の 規 則に 違 反 し、 又 は 学生 と し ての 本 分 に反 す る 行
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為 をし た 者 は、 教 授 会の 審 議 を経 て 、 学長 が 懲 戒す る 。  

２  前 項 の 懲戒 の 種 類は 、 退 学、 停 学 及び 訓 告 とす る 。  

３  前 項 の 退学 は 次 の各 号 の １に 該 当 する 学 生 に対 し て 行う 。  

（ １） 性 行 不良 で 改 善の 見 込 みが な い と認 め ら れる 者  

（ ２） 学 業 不振 で 成 業の 見 込 みが な い と認 め ら れる 者  

（ ３） 正 当 な理 由 が なく 出 席 常で な い 者  

（ ４） 本 学 の秩 序 を 乱し 、 そ の他 学 生 とし て の 本分 に 著 しく 反 し

た 者  

 

 

第 １２ 章   厚 生 施 設  

 

（ 健康 管 理 ）  

第 ５７ 条  学生 は 、 定期 的 に 行う 健 康 診断 を 受 ける ほ か 、随 時 健 康

診 断を 受 け て、 疾 病 の予 防 と 健康 の 増 進に つ と めな け れ ばな ら な

い 。  

２  厚 生 並 び に 保 健 に 関 す る 施 設 お よ び そ の 利 用 方 法 に つ い て

は 、 別 に 定 め る 。  

 

 

第 １３ 章   公 開 講 座  

 

（ 公開 講 座 ）  

第 ５８ 条  社会 人 の 教養 を 高 め、文 化 の向 上 に 資す る た め、本 学 に

公 開講 座 を 開設 す る こと が で きる 。  

２  講 座 の 内容 に 応 じ 、教 授 会の 審 議 を経 て 、学 長が 受 講者 を 第 ５

１ 条の 科 目 等履 修 生 に準 ず る 者と み な し、 単 位 を与 え る こと が で

き る。  

 

 

第 １４ 章   別  科  

 

（ 別  科 ）  

第 ５９ 条  本学 に 別 科を 置 く 。別 科 は 、東 北 文 教大 学 短 期大 学 部 留

学 生別 科 と 称す る 。  

２  別 科 の 入学 定 員 は、 ２ ５ 名と し 、 修業 年 限 を１ 年 と する 。  

３  別 科 は 、大学 等 に入 学 を 希望 す る 外国 人 に 対し 、大 学教 育 等 を

受 ける に 必 要な 日 本 語を 教 育 し、 あ わ せて 必 要 な教 科 等 の教 育 を
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行 うこ と を 目的 と す る。  

４  別 科 の 授業 科 目 は、 別 表 第８ － １ に定 め る とこ ろ に より 、 ５ ０

単 位以 上 修 得し な け れば な ら ない 。  

５  別 科 の 検定 料 、入 学金 及 び学 納 金 につ い て は 、別 表 第８ － ２ の

と おり と す る。  

６  別 科 に 関す る 規 程は 別 に 定め る 。  

７  別 科 に 関し 、前 項の 規 定 に定 め の ない 事 項 につ い て は 、別 科 の

趣 旨に 反 し ない 限 り 、こ の 学 則の 規 定 を準 用 す る。  

 

 

第 １５ 章   改  正  

 

（ 改  正 ）  

第 ６０ 条  本学 則 の 改正 は 、 教授 会 の 審議 を 経 て、 学 長 が決 定 し 理

事 会の 承 認 を得 る 。  

 

附  則  

本 学則 は 、 昭和 ４ １ 年４ 月 １ 日か ら 施 行す る 。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ４２ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５１ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５２ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５３ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５４ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５５ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５６ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５７ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５８ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ５９ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ６０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ６０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 昭 和 ６２ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 元年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

た だし 、 第 ４条 の 規 程に か か わら ず 平 成２ 年 度 から 平 成 １１ 年

度 まで の 国 文科 、 英 文科 の 入 学定 員 及 び学 生 収 容定 員 は 次の と お

り とす る 。  

な お、 平 成 ２年 度 以 降か ら 入 学し た 者 に適 用 す る。  
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区   分  

   平 成 ２ 年 度  平成 3年度～平成 10 年度    平 成 １ １ 年 度 

入 学定 員  収容定員 入 学定 員 収容定員 入 学定 員 収容定員

 国 文 科     １ ３ ０     ２ ３ ０    １ ３ ０    ２ ６ ０     １ ０ ０    ２ ３ ０

 英 文 科     １ ０ ０     １ ７ ０    １ ０ ０    ２ ０ ０       ７ ０    １ ７ ０

本 改正 学 則 は、 平 成 ３年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ９ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施行 す る 。  

な お、 こ の 学則 は 平 成９ 年 度 の入 学 者 から 適 用 し、 現 に 在学 す

る 学生 に は 、従 前 の 学則 と す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成 10 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １１ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

た だし 、 第 ４条 の 規 定に か か わら ず 平 成１ １ 年 度か ら 平 成１ ２

年 度ま で の 国文 科 、 英文 科 の 入学 定 員 及び 収 容 定員 は 次 のと お り

と する 。  

 
区   分  

   平 成 １ １ 年 度    平 成 １ ２ 年 度  

入 学定 員  収 容定 員 入 学定 員 収 容定 員  

 国 文 科   １ ３ ０  ２ ６ ０  １ ０ ０  ２ ３ ０ 

 英 文 科   １ ０ ０  ２ ０ ０    ７ ０  １ ７ ０ 

な お、 平 成 １１ 年 度 以降 か ら 入学 し た 者に 適 用 する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １２ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

た だし 、 第 ４条 の 規 定に か か わら ず 平 成１ ２ 年 度か ら 平 成１ ６

年 度ま で の 国文 科 、 英文 科 の 入学 定 員 及び 収 容 定員 は 次 のと お り

と する 。  

 
区   分  

   平 成 １ ２ 年 度    平 成 １ ３ 年 度    平 成 １ ４ 年 度 

入 学 定 員  収 容定 員 入 学 定 員 収 容定 員  入 学 定 員  収 容定 員

 国 文 科   １ ２ ８  ２ ５ ８  １ ２ ８  ２ ５ ６  １ ２ ６  ２ ５ ４ 

英 文 科   １ ０ ０  ２ ０ ０    ９ ８  １ ９ ８    ９ ８  １ ９ ６ 

区   分  
   平 成 １ ５ 年 度    平 成 １ ６ 年 度    平 成 １ ７ 年 度 

入 学 定 員  収 容定 員 入 学 定 員 収 容定 員  入 学 定 員  収 容定 員

 国 文 科   １ ２ ６  ２ ５ ２  １ ２ ５  ２ ５ １  １ ０ ０  ２ ２ ５ 

 英 文 科     ９ ６  １ ９ ４    ９ ５  １ ９ １    ７ ０  １ ６ ５ 

な お、 平 成 １２ 年 度 以降 か ら 入学 し た 者に 適 用 する 。  
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本 改正 学 則 は、 平 成 １３ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成１ ３ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １３ 年 １ ０月 １ 日 から 施 行 する 。  

な お、 こ の 学則 は 平 成１ ４ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １４ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成１ ４ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １５ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成１ ５ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １６ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

 
区  分  

平 成１ ６ 年 度  平 成１ ７ 年 度   

入 学定 員 収 容定 員 入 学定 員  収 容定 員  

 国 文 科    １０ ０   ２２ ６ １ ００    ２ ０ ０  

 英 文 科     ７ ０   １６ ６    ７ ０    １ ４ ０  

な お、 こ の 学則 は 平 成１ ６ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、  

１ ．平 成 １ ７年 ４ 月 １日 よ り 施行 す る 。な お 、 この 学 則 は平 成

１ ７年 度 の 入学 生 よ り適 用 す る。  

２ ．国 文 科 、英 文 科 、幼 児 教 育科 は 、 改正 後 の 学則 第 ４ 条の 規

定 にか か わ らず 、 平 成１ ８ 年 ３月 ３ １ 日に 当 該 学科 に 在 学す る

者 が当 該 学 科に 在 学 しな く な るま で の 間、存 続 する も の とす る 。 

本 改正 学 則 は、 平 成 １８ 年 １ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、 第 １ ０章 の 章 名及 び 第 ５２ 条 に つい て は、 平 成 １ ８年 ４

月 １日 よ り 施行 す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 １９ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、 別 表 第５ 「 １． 入 学 検 定料 」 に つい て は、 平 成 １ ８年 １

０ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２０ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２１ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成２ １ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２２ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成２ ２ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  
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本 改正 学 則 は、 平 成 ２３ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成２ ３ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２４ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成２ ４ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２５ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成２ ５ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２６ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成２ ６ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２７ 年 ４ 月１ 日 よ り施 行 す る。  

な お、 現 に 在学 す る 学生 は 、学 則 第 ２ １条 、 第 ３６ 条 、第 ３ ９

条 、別 表 第 １及 び 別 表第 ３ に 関し て は 従前 の 学 則と す る 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２８ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成２ ８ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２９ 年 ２ 月２ ０ 日 から 施 行 する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ２９ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成２ ９ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

本 改正 学 則 は、 平 成 ３０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

な お、 こ の 学則 は 平 成３ ０ 年 度の 入 学 者か ら 適 用し 、 現 に在 学

す る学 生 に は、 従 前 の学 則 と する 。  

 この改 正 学 則 は、平 成 ３１年 ４月 １日 から施 行 する。 

 なお、この学 則 は、平 成 ３１年 度 の入 学 者 から適 用 し、現 に在 学 する学

生 には、従 前 の学 則 とする。 

 この改 正 学 則 は、令 和 ２年 ４月 １日 から施 行 する。 

 なお、この学 則 は、令 和 ２年 度 の入 学 者 から適 用 し、現 に在 学 する学 生

には、従 前 の学 則 とする。 

 

 



必修 選択

基礎演習ⅠＡ 演習 1

基礎演習ⅡＡ 演習 1

基礎演習ⅠＢ 演習 1

基礎演習ⅡＢ 演習 1

基礎演習ⅠＣ 講義･演習 2

基礎演習ⅡＣ 講義･演習 2

基礎演習ⅢＣ 講義･演習 2

メディアリテラシー 情報倫理と知的財産 講義 2

総合 文化と社会 講義 2

社会調査演習 演習 2

民俗調査演習 演習 2

情報分析演習 演習 2

言語文化演習 講義･演習 2

コミュニケーション演習 講義･演習 2

現代文化演習 講義･演習 2

情報メディア演習 講義･演習 2

異文化演習 講義･演習 2

比較文化演習 講義･演習 2

ジェンダー論演習 講義･演習 2

くらしと哲学 講義･演習 2

日本語のしくみ 講義 2

言語文化の理解と発信 講義･演習 2

くらしと食 講義 2

しぐさと社会 講義･演習 2

社会を見る眼 講義 2

地域と多文化 講義･演習 2

地域文化とデジタル・アーカイブ 講義･演習 2

英米文化史 演習 2

読ませる文学 演習 2

日本文化史 講義 2

地域と観光 講義･演習 2

心理学 講義 2

人間関係論 講義 2

人間と宇宙 講義 2

ピアヘルピング概論 講義 2

スポーツサイエンス 実技 1

異文化相互理解 講義 2

異文化体験演習 演習 1

生活文化の理解と発信 講義･演習 2

生活と経済 演習 1

キャリアデザイン 講義 2

企業体験演習Ⅰ 演習 1

企業体験演習Ⅱ 演習 1

ビジネスコミュニケーション 講義 2

ビジネス文書 講義 2

就職のための教養 講義 1

キャリア

教養

共
　
　
　
通
　
　
　
科
　
　
　
目

領域

基
礎
科
目

文化の多様性

備考

関連

ことばとコミュニケー
ション

現代と情報メディア

※｢ことばとコミュニケー
ション｣｢現代と情報メ
ディア｣｢文化の多様性｣か
ら4単位以上

科目名 授業形態

 リサーチ入門

単位数

コ
　
ア
　
科
　
目

アカデミックスキル

基礎学力

別表１　総合文化学科

　※2単位以上選
　 択必修

※｢関連｣から6単位以上
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必修 選択
領域 備考科目名 授業形態

単位数

英語 演習 1

ビジネス英会話 演習 1

韓国語Ⅰ 演習 1

韓国語Ⅱ 演習 1

中国語Ⅰ 演習 1

中国語Ⅱ 演習 1

フランス語Ⅰ 演習 1

フランス語Ⅱ 演習 1

日本語ⅠＡ 演習 1

日本語ⅠＢ 演習 1

日本語ⅠＣ 演習 1

日本語ⅠＤ 演習 1

日本語ⅡＡ 演習 1

日本語ⅡＢ 演習 1

日本語ⅡＣ 演習 1

漢字検定 1

TOEIC 1

ウェブサイト制作演習 演習 2

文書処理演習 演習 2

デジタル・アーキビスト概論 講義 2

デジタル文書応用 演習 2

業務システム構築演習 演習 2

ネットワーク応用演習Ⅰ 演習 2

ネットワーク応用演習Ⅱ 演習 2

情報技術の基礎 講義･演習 2

情報機器演習 講義･演習 2

情報検索 演習 2

情報処理演習Ⅰ 演習 2

情報処理演習Ⅱ 演習 2

情報処理演習Ⅲ 演習 2

医療管理学概論 講義 2

医療事務総論 講義･演習 2

医療事務演習 講義･演習 2

生涯学習概論 講義 2

図書館概論 講義 2

図書館制度・経営論 講義 2

図書館情報技術論 講義 2

図書館サービス概論 講義 2

情報サービス論 講義 2

児童サービス論 講義 2

情報サービス演習Ａ 演習 1

情報サービス演習Ｂ 演習 1

図書館情報資源概論 講義 2

情報資源組織論 講義 2

情報資源組織演習Ａ 演習 1

情報資源組織演習Ｂ 演習 1

図書館基礎特論 講義 1

図書館司書

共
　
　
　
通
　
　
　
科
　
　
　
目

情報

医療秘書士

語学
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必修 選択
領域 備考科目名 授業形態

単位数

図書館サービス特論 講義 1

図書館情報資源特論 講義 1

図書・図書館史 講義 1

卒業研究Ⅰ 演習 2

卒業研究Ⅱ 演習 2

日本文学 講義 2

日本文学史 講義 2

英米文学史 講義 2

ハイレベル英会話 演習 2

セメスター留学 14

海外語学研修 2

韓国語会話 演習 1

TOEIC対策 講義 1

編入学概説 講義 1

文章表現法 演習 1

編入英語 講義 1

プログラミング演習 演習 2

発
展
必

修
科
目

発
展
応
用
科
目

図書館司書

ハイレベル

共
通
科
目

卒業研究
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必修 選択 必修 選択

現 代 子 ど も 論 2 保 育 内 容 総 論 Ⅰ 1

基 礎 演 習 Ａ 1 保 育 内 容 総 論 Ⅱ 1

基 礎 演 習 Ｂ 1 　　 子 ど も と 運 動 遊 び 1 　

日 本 国 憲 法 2 子 ど も と 音 遊 び 1

倫 理 学 2 子 ど も と 造 形 遊 び 1

英 語 Ⅰ 1 教 育 方 法 論 2

英 語 Ⅱ 1 教 育 の 方 法 と 技 術 2

英 語 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 2 教 育 相 談 2

海 外 語 学 研 修 2 乳 児 保 育 Ⅰ 1

ス ポ ー ツ サ イ エ ン ス Ａ 1 乳 児 保 育 Ⅱ 1

ス ポ ー ツ サ イ エ ン ス Ｂ 1 障 害 児 保 育 Ⅰ 1

情 報 処 理 基 礎 2 障 害 児 保 育 Ⅱ 1

キ ャ ン プ 概 論 1 社 会 的 養 護 Ⅱ 1

野 外 活 動 1 子 育 て 支 援 1

基 礎 日 本 語 2 音 楽 の 基 礎 Ａ 1

教 育 原 理 2 音 楽 の 基 礎 Ｂ 1

保 育 原 理 2 造 形 の 基 礎 1

教 育 制 度 2 社 会 的 養 護 の 展 開 1

社 会 福 祉 2 　　 子 ど も の 生 活 1

子 ど も 家 庭 福 祉 2 児 童 文 化 1 　　

保 育 者 の 職 務 と 意 義 2 保 育 の 表 現 1

特 別 支 援 教 育 1 音 楽 の 応 用 1

保 育 カ リ キ ュ ラ ム 論 2 音 楽 の 発 展 1

社 会 的 養 護 Ⅰ 2 合 唱 2

子 ど も 家 庭 支 援 2 合 奏 2

発 達 心 理 学 2 器 楽 1

子 ど も の 理 解 と 援 助 1 教 育 実 習 Ⅰ 2

子 ど も 家 庭 支援 の心 理学 2 教 育 実 習 Ⅱ 2

子 ど も の 保 健 2 保 育 実 習 Ⅰ Ａ 2

子 ど も の 健 康 と 安 全 1 保 育 実 習 Ⅰ Ｂ 2

子 ど も の 食 と 栄 養 Ⅰ 1 保 育 実 習 Ⅱ Ａ 2

子 ど も の 食 と 栄 養 Ⅱ 1 保 育 実 習 Ⅱ Ｂ 2

幼 児 と 健 康 1 教 育 実 習 指 導 Ⅰ 1

幼 児 と 人 間 関 係 1 教 育 実 習 指 導 Ⅱ 1

幼 児 と 環 境 1 保 育 実 習 指 導 Ⅰ Ａ 1

幼 児 と 言 葉 1 保 育 実 習 指 導 Ⅰ Ｂ 1

幼 児 と 表 現 1 保 育 実 習 指 導 Ⅱ Ａ 1

保 育 内 容 （ 健 康 ） の 指 導 法 1 保 育 実 習 指 導 Ⅱ Ｂ 1

保育内容(人間関係)の指導法 1 保育･教職実践演習(幼稚園) 2

保 育 内 容 （ 環 境 ） の 指 導 法 1 卒 業 研 究 Ⅰ 1

保 育 内 容 （ 言 葉 ） の 指 導 法 1 卒 業 研 究 Ⅱ 1

保 育 内 容 （ 表 現 ） の 指 導 法 1

※保育の内容と
方法から6単位以
上

※保育展開のた
めの知識・技術
から4単位以上

※卒業研究から2
単位

保
育
の
内
容
と
方
法

教
　
　
　
養
　
　
　
科
　
　
　
目

※教養科目から8
単位以上

科　 目 　名
単位数

専
門
科
目

卒
業

研
究

保
育
の
対
象
の
理
解

保
育
の
本
質
・
目
的

専
門
科
目

保
育
の
内
容
と
方
法

保
育
展
開
の
た
め
の
知
識
・
技
術

保
育
実
践

区分

※保育の本質・目
的から6単位以上

※保育の対象の
理解から3単位以
上

別表第1　子ども学科

区分 科 目 名
単位数 備　　考
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必修選択 必修選択

基礎演習Ⅰ 1 介護の基本Ⅰ 2

基礎演習Ⅱ 1 介護の基本Ⅱ 2

英語Ａ 1 介護の基本Ⅲ 2

英語Ｂ 1 介護の基本Ⅳ 2

情報処理 2 コミュニケーション技術Ⅰ 1

倫理学 2 コミュニケーション技術Ⅱ 1

精神保健 2 生活支援技術概論 2

スポーツサイエンス 1 生活支援技術Ⅰ 2

演劇 1 生活支援技術Ⅱ 2

美術 1 生活支援技術Ⅲ 2

音楽 1 生活支援技術Ⅳ 1

人間福祉演習Ⅰ 1 家事生活支援技術Ⅰ 1

人間福祉演習Ⅱ 1 家事生活支援技術Ⅱ 1

社会福祉統計法 1 介護過程Ⅰ 1

地域活動実践演習 1 介護過程Ⅱ 1

社会福祉実践演習 1 介護過程Ⅲ 1

同行援護 1 介護過程Ⅳ 1

ピアヘルピング概論 2 介護過程Ⅴ 1

レクリエーション理論 2 介護総合演習Ⅰ 1

レクリエーション実技 1 介護総合演習Ⅱ 1

福祉レクリエーション論 2 介護総合演習Ⅲ 1

福祉レクリエーション援助論 2 介護総合演習Ⅳ 1

福祉レクリエーション援助技術 1 介護実習Ⅰ 2

医療管理学概論 2 介護実習Ⅱ 3

医療事務総論 2 介護実習Ⅲ 5

医療事務演習 2 こころとからだのしくみⅠ 2

相談援助演習Ⅰ 2 こころとからだのしくみⅡ 2

相談援助演習Ⅱ 2 こころとからだのしくみⅢ 2

卒業研究Ⅰ 1 こころとからだのしくみⅣ 2

卒業研究Ⅱ 1 生涯発達心理学 2

人間の理解 2 高齢者学 2

人間関係論 2 認知症の理解 2

社会福祉概論Ⅰ 2 認知症の介護 2

社会福祉概論Ⅱ 2 障がい者福祉論 2

社会保障論 2 障がい者介護論 2

社会福祉制度論 2 医療的ケア概論 2

生活福祉論 2 医療的ケアＡ 2

ソーシャルワークⅠ 2 医療的ケアＢ 2

ソーシャルワークⅡ 2 日本語ⅠＡ 1 ※留学生のみ

心理学 2 日本語ⅠＢ 1

家政学 2 日本語ⅠＣ 1

社会福祉組織運営論 2 日本語ⅠＤ 1

地域福祉論 2 日本語ⅡＡ 1

介護概論Ⅰ 2 日本語ⅡＢ 1

介護概論Ⅱ 2 日本語ⅡＣ 1

別表第１ 人間福祉学科

領域 科　目　名
単位数

備　考 領域 科　目　名
単位数

備　考

日
本
語

医
療
的
ケ
ア

介
護
福
祉
専
門
教
育
科
目

介
　
　
　
　
　
護

※こころとから
だのしくみから8
単位以上

基
礎
科
目

※基礎科目から
演劇･美術･音楽
のいずれか1科目
を含み5単位以上

     １科目を
     選択必修

※発展科目から5
単位以上

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み

人
間
福
祉
基
盤
教
育
科
目

人
間
と
社
会

介
護

介
護
福
祉
専
門
教
育
科
目

 ※介護から10単
位以上

※人間と社会か
ら14単位以上

発
展
科
目
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必修 選択

図書館学専門教育科目

　司書資格相当科目

　生涯学習概論 2

　図書館概論 2

　図書館制度・経営論 2

　図書館情報技術論 2

　図書館サービス概論 2

　情報サービス論 2

　児童サービス論 2

　情報サービス演習Ａ 1

　情報サービス演習Ｂ 1

　図書館情報資源概論 2

　情報資源組織論 2

　情報資源組織演習Ａ 1

　情報資源組織演習Ｂ 1

　図書館基礎特論 1

　図書館サービス特論 1

　図書館情報資源特論 1

　図書・図書館史 1

別表第２ 司書

授　業　科　目
単位数

備　　考

学則第２２条により司書
の資格を取得する場合
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必修 選択 必修 選択

職業教育に関する科目 　デジタル･アーキビスト概論 2
　基礎演習ⅠＣ 2 　情報倫理と知的財産 2
　基礎演習ⅡＣ 2   情報分析演習 2
　基礎演習ⅢＣ 2 　地域文化とデジタル・アーカイブ 2
　情報倫理と知的財産 2 　ウェブサイト制作演習 2
　ビジネスコミュニケーション 2 　業務システム構築演習 2

　ビジネス文書 2 　ネットワーク応用演習Ⅰ 2

　文書処理演習 2 　情報機器演習 2

　デジタル文書応用 2 　図書館情報技術論 2

　情報検索 2 　図書館情報資源概論 2

　情報処理演習Ⅰ 2 総合文化学科

　情報処理演習Ⅲ 2 　文書処理演習 2

　基礎演習ⅠＡ 1 　人間関係論 2

　基礎演習ⅡＡ 1 　医療管理学概論 2

　文化と社会 2 　医療事務総論 2

　現代文化演習 2 　医療事務演習 2

　言語文化演習 2 人間福祉学科

　異文化演習 2 　情報処理 2

　比較文化演習 2 　人間関係論 2

　ジェンダー論演習 2 　医療管理学概論 2

　コミュニケーション演習 2 　医療事務総論 2

　情報メディア演習 2 　医療事務演習 2

　キャリアデザイン 2

　社会調査演習 2

　民俗調査演習 2

　情報分析演習 2

　企業体験演習Ⅰ 1

　企業体験演習Ⅱ 1

　情報技術の基礎 2

　情報処理演習Ⅱ 2

　デジタル文書応用 2

　業務システム構築演習 2

　ネットワーク応用演習Ⅰ 2

　ネットワーク応用演習Ⅱ 2

　情報検索 2

　情報処理演習Ⅲ 2

　プログラミング演習 2

　基礎演習ⅠＣ 2

　ビジネス文書 2

　比較文化演習 2

　情報メディア演習 2

　情報分析演習 2

　心理学 2

　人間関係論 2

　ビジネスコミュニケーション 2

別表第３　職業教育に関する科目

授　業　科　目
単位数

備　　考授　業　科　目
単位数

備　　考

学則第23条によ
り上級ビジネス
実務士資格認定
を取得する場合

学則第23条によ
り情報処理士資
格認定を取得す
る場合

学則第23条によ
り準デジタル･
アーキビストの
資格認定を取得
する場合

学則第23条によ
り医療管理秘書
士資格認定を取
得する場合
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別表第４　幼稚園教諭二種免許状

各科目に含めることが必要な事項 単位数 必修 選択

・領域に関する専門的事項 幼児と健康 1

幼児と人間関係 1

幼児と環境 1

幼児と言葉 1

幼児と表現 1

保育内容(健康)の指導法 1

保育内容(人間関係)の指導法 1

保育内容(環境)の指導法 1

保育内容(言葉)の指導法 1

保育内容(表現)の指導法 1

保育内容総論Ⅰ 1

保育内容総論Ⅱ 1

・教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 教育原理 2

・教職の意義及び教員の役割･職務内容(チー
ム学校運営への対応を含む｡)

保育者の職務と意義 2

・教育に関する社会的､制度的又は経営的事項
(学校と地域との連携及び学校安全への対応を
含む｡)

教育制度 2

・幼児､児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 発達心理学 2

・教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラ
ム･マネジメントを含む｡)

保育カリキュラム論 2

教育の方法と技術 2

教育方法論 2

・幼児理解の理論及び方法 子どもの理解と援助 1

・教育相談(カウンセリングに関する基礎的な
知識を含む｡)の理論及び方法

教育相談 2

教育実習指導Ⅰ 1

教育実習指導Ⅱ 1

教育実習Ⅰ 2

教育実習Ⅱ 2

・教職実践演習 2 保育･教職実践演習(幼稚園) 2

子どもと運動遊び 1

子どもと音遊び 1

子どもと造形遊び 1

音楽の基礎Ａ 1

音楽の基礎Ｂ 1

造形の基礎 1

1

教育実践に関
する科目

・教育実習 5

大学が独自に
設定する科目

2

　１．基礎資格　「短期大学士の学位」を取得

　２．教員免許状取得に必要な科目と単位

対応する本学開設授業科目

教育の基礎的
理解に関する
科目

 免許法施行規則に定める科目区分等

特別支援教育

単位数
備　考

・保育内容の指導法
 (情報機器及び教材の活用を含む｡)

領域及び保育
内容の指導法
に関する科目

12

・特別の支援を必要とする幼児､児童及び生徒
に対する理解

道徳､総合的
な学習の時間
等の指導法及
び生徒指導､
教育相談等に
関する科目

・教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活
用を含む｡)

4

6
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必修 選択

2 日本国憲法 2

スポーツサイエンスＡ 1

スポーツサイエンスＢ 1

2 英語コミュニケーション 2

2 情報処理基礎 2情報機器の操作

日本国憲法

体育 2

外国語コミュニケーション

　その他の科目（教育職員免許法施行規則第６６条の６に定める科目と単位）

免許法施行規則第６６条の６に定める科目 単位数 対応する本学開設授業科目
単位数

備　考

 27



現代子ども論 講義 2 30

基礎演習Ａ 演習 1 30

基礎演習Ｂ 演習 1 30

日本国憲法 講義 2 30

倫理学 講義 2 30

情報処理基礎 演習 2 30

英語Ⅰ 演習 1 30

英語Ⅱ 演習 1 30

英語コミュニケーション 演習 2 30

講義 １ スポーツサイエンスＡ 講義・実技 1 30

実技 １ スポーツサイエンスＢ 講義・実技 1 30

保育原理 講義 2 保育原理 講義 2 30

教育原理 講義 2 教育原理 講義 2 30

子ども家庭福祉 講義 2 子ども家庭福祉 講義 2 30

社会福祉 講義 2 社会福祉 講義 2 30

子ども家庭支援論 講義 2 子ども家庭支援 講義 2 30

社会的養護Ⅰ 講義 2 社会的養護Ⅰ 講義 2 30

保育者論 講義 2 保育者の職務と意義 講義 2 30

保育の心理学 講義 2 発達心理学 講義 2 30

子ども家庭支援の心理学 講義 2 子ども家庭支援の心理学 講義 2 30

子どもの理解と援助 演習 1 子どもの理解と援助 演習 1 30

子どもの保健 講義 2 子どもの保健 講義 2 30

子どもの食と栄養Ⅰ 演習 1 30

子どもの食と栄養Ⅱ 演習 1 30

保育の計画と評価 講義 2 保育カリキュラム論 講義 2 30

保育内容総論 演習 1 保育内容総論Ⅰ 演習 1 30

幼児と健康 演習 1 30

幼児と人間関係 演習 1 30

幼児と環境 演習 1 30

幼児と言葉 演習 1 30

幼児と表現 演習 1 30

保育内容（健康）の指導法 演習 1 30

保育内容（人間関係）の指導法 演習 1 30

保育内容（環境）の指導法 演習 1 30

保育内容（言葉）の指導法 演習 1 30

保育内容（表現）の指導法 演習 1 30

乳児保育Ⅰ 講義 2 乳児保育Ⅰ 講義 2 30

乳児保育Ⅱ 演習 1 乳児保育Ⅱ 演習 1 30

子どもの健康と安全 演習 1 子どもの健康と安全 演習 1 30

障害児保育Ⅰ 演習 1 30

障害児保育Ⅱ 演習 1 30

社会的養護Ⅱ 演習 1 社会的養護Ⅱ 演習 1 30

子育て支援 演習 1 子育て支援 演習 1 30

保育実習ⅠＡ 実習 2 90

保育実習ⅠＢ 実習 2 90

保育実習指導ⅠＡ 演習 1 30

保育実習指導ⅠＢ 演習 1 30

時間数

子どもの食と栄養

系列 教科目
指定
授業
形態

指定
単位数

教科目名
授業
形態

保
育
の
対
象
の

　
理
解
に
関
す
る
科
目

5

2

備　　考

告
示
に
よ
る
教
科
目

教
養
科
目

外国語、体育
以外の科目

不問
６単位
以上

区分 単位数

外国語、体育以外の科
目から６単位以上

外国語 演習
２単位
以上

体育 ２単位

保育内容演習

保
育
実
習 保育実習指導Ⅰ

演習

演習

障害児保育

演習

演習演習保育実践演習

告示別表第１による教
科目５２単位

保育実習Ⅰ

総
合

演
習

保育内容の理解と方法

2

演習 2

別表第５　保育士

告
示
別
表
第
１
に
よ
る
教
科
目

実習

保
育
の
内
容
・
方
法
に
関
す
る
科
目

2 30

　
保
育
の
本
質
・

　
　
目
的
に
関
す
る
科
目

4

2 保育・教職実践演習（幼稚園）

4

演習
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社会的養護の展開 講義 2 30

教育制度 講義 2 30

子どもと運動遊び 演習 1 30

子どもと音遊び 演習 1 30

子どもと造形遊び 演習 1 30

子どもの生活 演習 1 30

児童文化 演習 1 30

保育の表現 演習 1 30

教育方法論 講義 2 30

教育の方法と技術 講義 2 30

保育内容総論Ⅱ 演習 1 30

特別支援教育 演習 1 30

実習 2 保育実習ⅡＡ 実習 2 90

実習 2 保育実習ⅡＢ 実習 2 90

演習 1 保育実習指導ⅡＡ 演習 1 30

演習 1 保育実習指導ⅡＢ 演習 1 30

 保育の対象の理解に関する科目

どちらか一方を選択

どちらか一方を選択

保育実習

保育の本質・目的に関する科目
 
 
 
 
 
 
告
示
別
表
第
２
に
よ
る
教
科
目

15

単

位

以

上

６単位以上

保育の内容・方法に関する科目
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別表第６　介護福祉士受験資格

単位 時間数 備　考 単位 時間数 備　考

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30

2 30 2 30

2 30 2 30

2 30

2 30

2 30

2 30

2 30

2 30

2 30

1 30

1 30

2 30

2 60

2 60

2 60

1 30

1 30

1 30

1 30

1 30

1 30

1 30

1 30

1 30

1 30

1 30

1 30

2 90

3 135

5 225

人

間

と

社

会

人
間
の
理
解 こ

こ
ろ
と
か
ら
だ
の
し
く
み

医療的ケアＡ

こころとからだのしくみⅡ

こころとからだのしくみⅠ

小計

認知症の理解

必
修
科
目

社
会
の
理
解

医
療
的
ケ
ア

心理学

ソーシャルワークⅠ

ソーシャルワークⅡ

選

択

科

目

地域福祉論

240時間以上

90時間

認知症の介護

障がい者福祉論

障がい者介護論

必

修

科

目

生活福祉論

こころとからだのしくみⅣ

こころとからだのしくみⅢ

小計　　　16単位以上

生涯発達心理学

小計 44単位

生活支援技術概論

介護の基本Ⅲ

コミュニケーション技術Ⅱ

介護の基本Ⅳ

家事生活支援技術Ⅰ

生活支援技術Ⅳ

コミュニケーション技術Ⅰ

介護過程Ⅲ

      20単位

高齢者学

介護概論Ⅰ

300時間

　　　86単位以上 1890時間以上

医療的ケアＢ

小計 6単位

必
修
科
目

1260時間

介護総合演習Ⅲ

介護総合演習Ⅰ

介護過程Ⅴ

介護過程Ⅳ

介護実習Ⅰ

介護総合演習Ⅳ

介護実習Ⅲ

介護実習Ⅱ

介護総合演習Ⅱ

生活支援技術Ⅰ

生活支援技術Ⅱ

生活支援技術Ⅲ

家事生活支援技術Ⅱ

領　域

家政学

必

修

科

目

介

護

介護過程Ⅱ

介護過程Ⅰ

科目名

人間の理解

人間関係論

社会福祉概論Ⅱ

社会保障論

社会福祉概論Ⅰ

社会福祉制度論

科目名

社会福祉組織運営論

※3科目6
単位以上

領　域

介護の基本Ⅱ

介護の基本Ⅰ

介護概論Ⅱ

医療的ケア概論
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別表第７ 

 

１．入学検定料 

３０，０００円 

ただし、大学入試センター試験を利用した場合 １５，０００円 

 

２．入学金 

２８０，０００円 

納付期限は、合格発表の日から本学の指定する入学手続完了日時までとする。 

 

３．学納金 

(1) 授業料等 

項 目 
総合文化学科 子ども学科 人間福祉学科 

前 期 後 期 前 期 後 期 前 期 後 期 

授 業 料 310,000 円 310,000 円 310,000 円 310,000 円 310,000 円 310,000 円

教 育 充 実 費 71,000 円 71,000 円 71,000 円 71,000 円 71,000 円 71,000 円

施 設 拡 充 費 62,500 円 62,500 円 62,500 円 62,500 円 62,500 円 62,500 円

実 験 実 習 費 10,000 円 10,000 円 35,000 円 35,000 円 55,000 円 55,000 円

合 計 453,500 円 453,500 円 478,500 円 478,500 円 498,500 円 498,500 円

※入学年度の学納金額は卒業年度まで据え置きとする。 

   ※総合文化学科の実験実習費については、1年次のみの納入とする。 

 

(2) 授業料等の納付期限 

前期分 4 月 1 日～4月 20 日まで 

後期分 10 月 1 日～10 月 20 日まで 

 

 (3) 卒業延期者の納付金 

項 目 在 籍 料 

前期（半年） 30,000 円 

後期（半年） 30,000 円 

   ※学則第 37 条 2に該当する学生に適用する。 

 

４．納入期限に関わらず、再入学・転入学・復学の場合の入学金及び学納金の納付期限は、本学が別に

指定する手続完了日までとする。 

 



必修 選択

20

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

区分 科　目　名

日本語総合Ⅰ

日本語総合Ⅱ

基礎表記

対策聴解

基
礎
日
本
語

応
用
日
本
語

種　　別

検　　定　　料

入　　学　　金

授　　業　　料

金　　額

30,000円

60,000円

500,000円

納　入　期　日

入学者選抜出願時

指定の期日

指定の期日

備　　考

入学時のみ

前後期分納可

基礎読解

基礎聴解

コミュニケーション

対策読解

対策聴読解

応用文法

音楽で学ぶ日本語

日本事情

備　考

　

単位数

別表第８－１

別表第８－２

※修得単位数50単位以上

対策記述

応用表記

応用読解

応用聴解

スポーツサイエンス

演劇で学ぶ日本語
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